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Ⅰ　総論

１　目的

急速な少子化の進行は，消費の減少や労働力供給の減少等による経済成長率の低下のおそれや，人口に占める高齢者の割合を高め，社会保障に係る現役世代の負担が増大するといった経済面での影響に加え，子ども同士の交流の機会が減少し，子ども自身の健やかな成長に影響を及ぼすといった社会面での影響もあるなど，今後のわが国の経済社会の様々な分野に深刻かつ重大な影響を及ぼすものである。

こうした状況を踏まえ，政府は「次世代育成に関する当面の取組方針」を決定し，従来の保育サービスの充実をはじめとした「子育てと仕事の両立支援」に加え，「男性も含めた働き方の見直し」，「地域における子育て支援」，「社会保障における次世代育成支援」及び「子どもの社会性の向上や自立の促進」の４本の柱に沿って，改めて，政府・地方自治体・企業等が一体となった取組を進めることとした。

本市では,平成１５年７月に公布された「次世代育成支援対策推進法」に基づき，平成
１７年度に「特定事業主行動計画」を策定・実施してきたところであり，平成２１年度に計画期間が終了となることから，次期行動計画を策定するものである。

宇都宮市長事務部局，宇都宮市議会事務局，宇都宮市消防本部及び消防署，宇都宮市上下水道局，宇都宮市教育委員会事務局及び教育機関，宇都宮市選挙管理委員会事務局，宇都宮市監査委員事務局，宇都宮市農業委員会事務局，宇都宮市公平委員会事務局，宇都宮市固定資産評価審査委員会事務局（以下「各執行機関等」という。）においては，次世代育成支援は今後の重要な課題であると認識し，各執行機関等職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう，職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため，本行動計画を策定し，公表することとする。


２　計画期間

平成２２年度から平成２６年度までの５年間とする。
３　本計画の対象者

各執行機関等職員を対象とする。

ただし，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３７条第１項に規定する「県費負担教職員」を除く。
また，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する「特別職」及び地方公務員法第２２条第５項及び地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第６条第１項第２号により任用された者についても，原則として本計画の対象から除くものとするが，適用が可能な項目については対象とする。

４　計画の推進体制
（１）次世代育成支援対策は，各執行機関等において事業を推進する。

（２）各執行機関等の長は次世代育成支援対策に関する管理職や職員に対する研修・講習，情報提供等を実施する。

（３）各執行機関等の長は啓発資料の作成・配付，研修・講習の実施等により，行動計画の内容を職員に周知する。

（４）年度毎に，本計画の実施状況についてホームページ等に公表する。

Ⅱ　具体的な計画の内容

１　職員の勤務環境に関するもの

（１）妊娠中及び出産後における配慮

　母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている制度（特別休暇，出産費用の給付等の経済的支援措置，妊娠中の職員の超過勤務の制限等）について，子育て応援ハンドブック等の配付により周知する。また，妊娠中の職員の健康や安全に配慮するよう，所属長は必要に応じて業務分担の見直しを行う。
（２）子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進

　男性職員が取得対象である特別休暇等（妻の出産・育児参加休暇等）の取得促進について，子育て応援ハンドブック等の配付により周知する。また，庶務担当者や所属長に対し，制度取得促進に関する周知を行う。
（３）育児休業等を取得しやすい環境の整備

ア　育児休業等制度の周知

育児休業等の取得手続や経済的な支援などについて，子育て応援ハンドブック等により対象職員に周知するとともに，特に男性職員においても，短期間であっても育児休業等が取得可能であることを，対象職員や所属長等に対して，周知を行い，育児休業等の取得を促進する。
     イ　育児と仕事の両立を支援する制度の充実
子育て支援制度を充実し，より育児と仕事の両立を支援できる環境整備を図る。

ウ　育児休業等体験談等に関する情報提供

育児休業等経験者の体験談や育児休業等を取得しやすい職場環境づくりの取組例をまとめ，庁内LAN等を活用して職員に情報提供を行う。

エ　育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成

育児休業等の取得の申出があった場合，所属長は当該所属において業務分担の見直しを行うなど，職員が育児休業等を取得しやすい環境整備に努める。
オ　育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援

（ア）所属において，育児休業中の職員に対して休業期間中に必要な情報の提供等を行うとともに，育児休業明けにはＯＪＴ研修等を実施するほか，ＣＡアドバイザーによる相談体制などにより，円滑な職場復帰を支援する。

（イ）育児休業中の職員の通信教育受講を推進する。

（ウ）育児休業明けの職員を対象とした，キャリア・デザイン相談室を設置し，キャリアカウンセラーによる相談を実施する。
カ　産前産後休暇及び育児休業等に伴う代替非常勤嘱託員等の活用

産前産後休暇及び育児休業等取得の職員の代替要員として，産休・育休代替非常勤嘱託員の活用や任期付採用制度実施の検討を含め，適切な代替職員の確保に努める。

（４）超過勤務の縮減

ア　目標管理における目標の設定

事務簡素化，合理化による超過勤務縮減に対する取り組みを，目標管理における組織目標や，所属長の個人目標に設定する。

　　 イ　超過勤務の適正執行
　　　朝夕のミーティング等の実施により，超過勤務の実施予定を把握するとともに，超過勤務の実施状況を確認するなど，超過勤務の適正な執行に努める。
ウ　小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制限の制度の周知

小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務を制限する制度について，子育て応援ハンドブック等により職員に周知する。

エ　スイッチオフデー等の実施
スイッチオフデーの徹底や，各所属における独自のノー残業デーの設定推進など，労働時間縮減に向けた取組みを積極的に推進する。

（５）年次休暇の取得の促進

ア　年次休暇取得キャンペーン等の実施
各所属において業務の年間スケジュール等を作成するなど，業務の繁閑時期を把握し，実情に合わせ，所属ごとに期間を定めて休暇取得促進キャンペーン等を実施する。

イ　年次休暇取得計画表の作成

各所属において，職員が年間の年次休暇の取得目標日数を設定し，概ね四半期毎に年次休暇取得計画表を作成することにより，計画的な取得促進を図る。
ウ　記念日等における休暇取得促進

子どもの予防接種実施日や授業参観日，職員やその家族の誕生日，結婚記念日等における年次休暇の取得促進を図る。


エ　連続休暇等の取得促進

週休日と隣接した勤務日（例：月曜日・金曜日）での年次休暇の取得による連続休暇取得や，年に１回以上，年次休暇を利用した１週間連続の休暇取得促進を図る。
オ　子どもに関する地域活動等のための休暇取得の促進

自治会や地域の自主的な団体等による，子どもを対象に行う地域活動等に対し，職員が積極的な参加を促進できるよう，年次休暇の取得促進を図る。

（６）過度な職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組

　　職員がバランスよく職場，家庭，地域社会に参画できるよう，職場優先の環境や，固定的な性別役割分担意識等の是正のため，研修や情報提供等を実施する。
（７）庁舎内託児所設置に関する検討

　　庁舎内託児所設置に関しては，国，県，他地方公共団体の動向など情報収集を継続的に実施し，設置について検討する。
【数値目標】　（達成目標年度：平成２６年度）
１　育児休業等・育児に関する特別休暇等の取得率

男性　１００％，女性　１００％

（育児休業等・育児に関する特別休暇等：育児休業，部分休業，育児時間休暇，
男性職員の育児参加休暇，妻の出産休暇）
２　職員一人あたりの年次休暇の全職員における平均取得日数

１５日

２　その他の次世代育成対策に関する事項

（１）子どもとふれあう機会の充実

子どもとふれあい，職場においての家族の思い出作りができるよう，職員の子ども等の家族を対象とした職場見学会（子ども参観等）に併せて様々なイベントを実施する。
（２）職員の家庭における教育力の向上

職員の家庭教育への理解と参画を促進するため，家庭教育に関するイベント，講座などの情報提供を行う。
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